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○
内
閣
府
令
第

号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二
号
様
式
 

【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 

有
価
証
券
届
出
書
 

【
提
出
先
】
 
 

財
務
（
支
）
局
長
 

【
提
出
日
】
 
 

 
年
 
月
 
日
 

【
会
社
名
】
⑵
 
 

【
英
訳
名
】
 
 

【
代
表
者
の
役
職
氏
名
】
⑶
 
 

【
本
店
の
所
在
の
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
最
寄
り
の
連
絡
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
有
価
証
券
の
 

種
類
】
⑷
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
金
額
】
⑸
 
 

【
安
定
操
作
に
関
す
る
事
項
】
⑹
 
 

【
縦
覧
に
供
す
る
場
所
】
⑺
 
 

名
称
 

（
所
在
地
）
 

第
二
号
様
式
 

【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 

有
価
証
券
届
出
書
 

【
提
出
先
】
 
 

財
務
（
支
）
局
長
 

【
提
出
日
】
 
 

 
年
 
月
 
日
 

【
会
社
名
】
⑵
 
 

【
英
訳
名
】
 
 

【
代
表
者
の
役
職
氏
名
】
⑶
 
 

【
本
店
の
所
在
の
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
最
寄
り
の
連
絡
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
有
価
証
券
の
 

種
類
】
⑷
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
金
額
】
⑸
 
 

【
安
定
操
作
に
関
す
る
事
項
】
⑹
 
 

【
縦
覧
に
供
す
る
場
所
】
⑺
 
 

名
称
 

（
所
在
地
）
 

［
第
一
部
～
第
四
部
 
略
］
 

［
第
一
部
～
第
四
部
 
同
左
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
⑴
～
(58－

２
) 

略
］
 

［
⑴
～
(58－

２
) 

同
左
］
 

(58－
３
) 

 
従
業
員
の
状
況
 

［
ａ
～
ｇ
 
略
］
 

ｈ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女

性
労
働
者
の
割
合
（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に

関
す
る
省
令
（
平
成
27年

厚
生
労
働
省
令
第
162号

。
ｉ
及
び
ｊ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業

主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
」
と
い
う
。
）
第
19条

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
ｈ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
的
地
位
に

あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
に
つ
い
て
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
27年

法
律
第
64号

。
ｉ
及
び
ｊ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合

は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｉ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
男
性
労
働
者
の
育
児
休
業
取
得
率
（
労
働

者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第

１
項
第
４
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
⒜
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
男
性
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
同
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
又
は
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
労
働
省
令
第
25号

）
第
71条

の
６

各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
い
う
。
⒝
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場

合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⒜
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
に
つ
い

(58－
３
) 

［
同
左
］
 

［
ａ
～
ｇ
 
同
左
］
 
 

ｈ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
（

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

27年
厚
生
労
働
省
令
第
162号

。
ｉ
及
び
ｊ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関

す
る
省
令
」
と
い
う
。
）
第
19条

第
１
項
第
１
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
ｈ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者

の
割
合
に
つ
い
て
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
27年

法
律
第
64号

。
ｉ
及
び
ｊ

に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

ｉ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
男
性
労
働
者
の
育
児
休
業
取
得
率
（
女
性

活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
２
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
男

性
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業

等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
労
働
省
令
第
25号

。
⒝
に
お
い

て
「
育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
71条

の
６
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
い
う
。
）
を
記

載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⒜
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
（
女
性
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て
、
女
性
活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
 

⒝
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
に
つ
い
て

、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
76号

）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合

ｊ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
（
女

性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。
ｊ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
に
つ
い

て
女
性
活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｋ
 
［
略
］
 

活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
２
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う

。
）
に
つ
い
て
、
女
性
活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
 

⒝
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
（
育
児
・

介
護
休
業
法
施
行
規
則
第
71条

の
６
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
、
介
護

休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
76号

）
の
規
定
に
よ
る
公

表
を
し
な
い
場
合

ｊ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異
（
女
性
活

躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
１
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
同

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
及

び
そ
の
連
結
子
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異
（
同
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う

。
）
に
つ
い
て
、
女
性
活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｋ
 
［
同
左
］
 

［
(59) ～

(89)  
略
］
 

［
(59) ～

(89)  
同
左
］
 

第
二
号
の
五
様
式
 

【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 

有
価
証
券
届
出
書
 

【
提
出
先
】
 
 

財
務
（
支
）
局
長
 

【
提
出
日
】
 
 

 
年
 
月
 
日
 

【
会
社
名
】
⑵
 
 

【
英
訳
名
】
 
 

【
代
表
者
の
役
職
氏
名
】
⑶
 
 

【
本
店
の
所
在
の
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
最
寄
り
の
連
絡
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
有
価
証
券
の
 

種
類
】
⑷
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
金
額
】
⑸
 
 

【
安
定
操
作
に
関
す
る
事
項
】
⑹
 
 

【
縦
覧
に
供
す
る
場
所
】
⑺
 
 

名
称
 

（
所
在
地
）

 

第
二
号
の
五
様
式
 

【
表
紙
】
 

【
提
出
書
類
】
 
 

有
価
証
券
届
出
書
 

【
提
出
先
】
 
 

財
務
（
支
）
局
長
 

【
提
出
日
】
 
 

 
年
 
月
 
日
 

【
会
社
名
】
⑵
 
 

【
英
訳
名
】
 
 

【
代
表
者
の
役
職
氏
名
】
⑶
 
 

【
本
店
の
所
在
の
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
最
寄
り
の
連
絡
場
所
】
 
 

【
電
話
番
号
】
 
 

【
事
務
連
絡
者
氏
名
】
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
有
価
証
券
の
 

種
類
】
⑷
 
 

【
届
出
の
対
象
と
し
た
募
集
（
売
出
）
金
額
】
⑸
 
 

【
安
定
操
作
に
関
す
る
事
項
】
⑹
 
 

【
縦
覧
に
供
す
る
場
所
】
⑺
 
 

名
称
 

（
所
在
地
）

 

［
第
一
部
～
第
六
部
 
略
］

 
［
第
一
部
～
第
六
部
 
同
左
］

 

（
記
載
上
の
注
意
）

 
（
記
載
上
の
注
意
）

 

［
⑴
～

(35) 
略
］
 

［
⑴
～

(35) 
同
左
］
 

(35－
２
) 

 
従
業
員
の
状
況
 

［
ａ
～
ｄ
 
略
］
 

ｅ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
に
お
け
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
（
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
27年

厚
生
労

働
省
令
第
162号

。
ｆ
及
び
ｇ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
」

と
い
う
。
）
第
19条

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
ｅ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ

(35－
２
) 

［
同
左
］
 

［
ａ
～
ｄ
 
同
左
］
 

ｅ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
に
お
け
る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍

の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
27年

厚
生
労
働
省
令
第
162号

。

ｆ
及
び
ｇ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
」
と
い
う
。
）
第
19条

第
１
項
第
１
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
ｅ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
が
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し
、
提
出
会
社
が
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
に
つ
い
て
女

性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
27年

法
律
第
64号

。
ｆ
及
び
ｇ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍

推
進
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｆ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
に
お
け
る
男
性
労
働
者
の
育
児
休
業
取
得
率
（
労
働
者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率

（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
４
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を

い
う
。
⒜
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
男
性
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
又
は
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働

者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
労
働
省
令
第
25号

）
第
71条

の
６
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合

を
い
う
。
⒝
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⒜
提
出
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
に
つ
い
て
、
女
性
活
躍
推
進
法

の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合

⒝
提
出
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
、
介
護
休

業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
76号

）
の
規
定
に
よ
る
公
表

を
し
な
い
場
合

ｇ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事

業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。
ｇ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
が
最
近
事
業

年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
額
の
差
異
に
つ
い
て
女
性
活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合

は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
に
つ
い
て
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
27年

法
律
第
64号

。
ｆ
及
び
ｇ
に
お
い
て
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ｆ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
に
お
け
る
男
性
労
働
者
の
育
児
休
業
取
得
率
（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業

主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
２
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
男
性
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
同
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労

働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
３
年
労
働
省
令
第
25号

。
⒝
に
お
い
て
「
育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
71条

の
６
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
い
う
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⒜
提
出
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く

一
般
事
業
主
行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
２
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
女
性

活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合
 

⒝
提
出
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
（
育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
規
則

第
71条

の
６
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
割
合
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族

介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
76号

）
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
い
場
合

ｇ
 
最
近
事
業
年
度
の
提
出
会
社
に
お
け
る
労
働
者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異
（
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主

行
動
計
画
等
に
関
す
る
省
令
第
19条

第
１
項
第
１
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
提
出
会
社
が
、
最
近
事
業
年
度
に
お
け
る
労
働

者
の
男
女
の
賃
金
の
差
異
（
同
号
リ
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
女
性
活
躍
推
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
表

を
し
な
い
場
合
は
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

［
(36)～

(57) 
略
］
 

［
(36)～

(57) 
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
䥿 

䦀
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
䣎 
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附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


